
【条件】

★対象世帯

　次のいずれかに該当する世帯が対象です

●公社の指定する住宅（以下、対象住宅という。）から概ね半径７㎞以内に２親等内の

　親族世帯が居住しており、対象住宅に新入居者しようとする世帯

（例）親世帯が対象住宅の近隣に居住しており、子世帯が対象住宅に新入居する場合

●２親等内の親族の両方が、対象住宅の別住戸にそれぞれ新入居しようとする世帯

（例）親世帯と子世帯が、同じ対象住宅の別住戸にそれぞれ新入居する場合

（例）親世帯と子世帯が、別々の対象住宅（概ね半径７㎞以内）に新入居する場合

条件に合えば

本来家賃を５年間10％減額します！

そんな思いを持っているあなたを愛知県住宅供給公社が応援します

家族で支え合い応援プラン

小さな子どもがいて
子育てを親に
手助けしてほしい

高齢になった親を
自分の家の近くに

呼びたい



★申込資格

公社一般賃貸住宅の申込資格に適合していること

★その他

指定する期間中に対象住宅へ申し込み及び賃貸借契約を締結していただくこと

《名古屋地区》大曽根併存・大曽根（北区）、高道（中村区）、当知東（港区）

　山根台第１、山根台第２（天白区）

《尾張地区》ｻﾝｺｰﾄ西枇杷島（清須市）、二ツ杁（清須市）、豊山・豊山第２（豊山町）

　菱野・菱野第２・菱野第３・菱野第４（瀬戸市）

《海部地区》富吉・第２富吉・第３富吉（蟹江町）

《三河地区》ｻﾝｺｰﾄ田原（田原市）、伊奈（豊川市）

★申込受付期間

令和７年１月６日(月)　から　令和７年３月３１日(月)まで

★賃貸借契約の締結

令和７年６月１日(日)入居指定日までの契約を締結していただきます。

ただし、空室発生を待機した場合は、申込受付から最長６か月を限度とします。

【各地区のお問い合わせ先】

〇名古屋地区・尾張地区 公社住宅推進室 (052)954-1356

〇海部地区 海部駐在 (0567)24-7330

〇三河地区 東三河支所 (0532)53-5616

【ご了承いただく事項】

・現在、公社住宅にご入居していただいている方は、家賃減額の対象となりません。

【対象住宅】

住宅の詳細はWEBをチェック！

愛知 公社 検索

公社住宅推進室管理Gグループ TEL (052)954-1356
〒460-8566 名古屋市中区丸の内三丁目19番30号

営業時間 8時45分～17時30分（定休日土日祝）


